
 

 

 

 

 

 

稲 毛 区 サ ッ カ ー 協 会 

第４種委員会規約  

[改訂第二版 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１４年３月  

 

 

 

 



稲毛区サッカー協会  

第４種委員会規約  

 

第一章 総則 

第１条 本会は､稲毛区サッカー協会第４種委員会と称す。 

 

第２章 目的及び事業 

第２条 本会は､稲毛区サッカー協会（以下､「区協会」と言う）に属し、区協会の仕事（小学

生及びその指導者を対象とした）を分担し、千葉市サッカー協会（以下、「市協会」

と言う）との連携の基、稲毛区のサッカー及び類似競技の普及、振興、強化を図り、

もって児童の心身の健全な発育に寄与する事を目的とする。 

第３条 本会は、第２条に定める目的を達成する為に、次の事業を行う。 

（1） 少年サッカーの技術、指導法に関する事。 

（2） 少年サッカーの選手、指導者の養成に関する事。 

（3） 少年サッカーの環境整備に関する事。 

（4） 少年サッカーの審判技術及び審判員養成に関する事。 

（5） 市協会との連携を図り、少年サッカーの育成、充実に関する事。 

（6） 少年サッカーの各種大会の開催に関する事。 

（7） その他、本会の目的を達成する為に必要な事業に関する事。 

 

第３章 会計 

第４条 本会の経費は、次に上げる収入により支弁する。 

（1） 会費。 

（2） 事業に伴う収入。 

（3） 寄付金品。 

（4） 交付金及び補助金。 

（5） その他の収入。 

第５条 本会の予算は、委員会の議決を経て定まる。 

第６条 本会の決算は、会計年度終了時に会計監査員の監査を受け、委員会総会にて、承認を

受けなければならない。 

第７条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第４章 会員 

第８条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、次の各項に該当している団体及び選手とする。 

（1） 本会の団体会員は、稲毛区に本拠を持ち、本会にチーム登録をしているチーム

とする。 

（2） 本会の選手会員は、本会にチーム登録しているチームに所属し、個人登録を済

ませた選手とする。尚、他区町村との二重登録は認めない。 

第９条 本会に加盟を希望するチームは、所定のチーム登録用紙と個人登録用紙に、必要事項

を記入して申し込み、委員会の審査結果を受けて委員長が認定し、加盟団体となる。 

第１０条 選手の移籍については、所属チームの承諾書と共に、委員会へ報告しなければならな

い。 



第１１条 本会加盟の会員が、本会の目的に違反する行為があった場合は、委員会の議決を持っ

て処分する。 

 

第５章 役員・委員 

第１２条 本会には次に上げる役員、委員を置く。 

（1） 役員 

委員長  1 名 

副委員長  若干名 

事務局長  1 名 

事務局  若干名 

技術部長  1 名 

技術部  若干名 

審判部長  1 名 

審判部  若干名 

大会運営部長  1 名 

大会運営部  若干名 

（2） 委員 

所属チーム代表者 1 名 

  第１３条 第１２条に定める役員の選出は、本委員会の互選により選出し、本会の総会において 

  承認を受け決定される。 

  第１４条 役員の任務は次の通りとする。 

（1） 委員長：会務を総理する。 

（2） 副委員長：委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、これを代行する。 

（3） 事務局長：委員長の指示を受けて会務の企画、会計、庶務にあたる。 

（4） 事務局：事務局長を補佐し、総務、会計､書記の担当業務を行う。 

（5） 技術部長：登録選手の技術強化／普及を図ると共に､指導者の育成に寄与する。 

（6） 技術部：技術部長の指導方針に基づき、担当する学年またはポジションの技術強化

／普及及び指導者の育成に貢献する。 

（7） 審判部長：市協会審判部と関わりながら、本会審判員の技術向上を図ると共に、本

会選手のゲームマナー向上に寄与する。 

（8） 審判部：審判部長を補佐し、審判部活動に貢献する。 

（9） 大会運営部長：本会が行う大会行事の運営・管理を統括する。 

（10） 大会運営：大会運営部長を補佐し、大会行事の円滑な運営・管理に貢献する。 

（11） 会計監査：会計の監査をし、監査報告を行う。 

  第１５条 委員の任務は次の通りとする。 

（1） 本会の運営及び行事に参加・協力をする。 

（2） 本会審議事項及び決議事項を所属チームへ速やかに伝達し、それに基づいた所属

チームの対応を支援する。 

（3） 所属チームにおける本会への要望を代弁し、本会と所属チームの円滑な関係を維

持・強化する。 

 

 



  第１６条 役員の任期 

（1） 一期２年､再任は妨げない。 

（2） 任期期間中の補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任

者の残任期間とする。 

（3） 任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を遂行する。 

（4） 任期途中で、役員を辞する時は、当委員会の承認を得なければならない。 

 

第６章 顧問及び参与 

  第１７条 本会に顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は委員会の議決を得て、委員 

       長により委嘱される。 

 

第７章 会議 

  第１８条 本会に於ける会議は、下記 4 種類の会議を持ち、委員長により召集される。 

1. 総会   ：本会の最高議決機関であり､原則として毎年３月に開催。（役員・委員） 

2. 委員会  ：月一回を目処に、必要に応じ開催。（役員・委員） 

3. 役員会  ：必要に応じ開催。（役員） 

4. 緊急役員会：緊急に審議・決議が必要なときに開催。（委員長､副委員長､事務局長） 

  第１９条 各会議は､下記の条件を満たす事により､成立する。 

（1）総会 ：役員・委員それぞれの３分の 2 以上の出席により成立する。 

（2）委員会：委員の３分の 2 以上の出席により成立する。 

（3）委任状が提出された場合は、出席とみなす。 

   第２０条 会議に出席できない役員・委員は、他の役員・委員または代理人に議決権を委任す 

        る事ができる。 

   第２１条 総会及び委員会会議に於ける議決は、出席委員の過半数により議決される。但し､可 

        否同数の場合は、議長により議決される。 

   第２２条 各会議の議長は、その会議の承認により任命される。 

   第２３条 会議の議事録は事務局または委託された役員により作成され、議長及び委員長が署 

        名し委員会で保管する。 

 

第８章 規約の改正 

  第２４条 本会規約を改正する場合は、委員会役員及び委員の３分の 2 以上の賛成をもって、 

       改正・施行する事ができる。但し、その改正内容については、後に開かれる総会にお 

       いて報告し最終承認を得なければならない。 

 

第９章 補則 

第２５条 本会の、この規約は平成１３年４月 1 日より施行される。 

 

 

平成 14 年 3 月 16 日      改訂 第二版 


